
 

 

 

 

第１ 目的 

東京都肝炎対策指針（以下「指針」という。）に基づき、東京都において平成３１年度

に実施する肝炎対策事業を明らかにし、着実な実施を期す。 

 

第２ 事業計画 

  

 

Ｂ型肝炎ワクチン定期接種について、国や医師会等関係団体との連絡調整等により、

区市町村における円滑な実施を支援する。 

 

 

 

 

（１）感染予防に関する普及啓発 

○ リーフレットの配布など様々な広報媒体により、都民に対してウイルス性肝炎に関

する正しい知識の普及啓発に取り組む。 

○ 「日本肝炎デー」を含む肝臓週間（7月２２日から７月２８日まで）（以下「肝臓

週間」という。）には、パネル展の開催などの普及啓発を図る。 

○ 区市町村等に対し、肝臓週間におけるウイルス性肝炎に関する正しい知識の普及

啓発の取組を促す。 

 

（２）肝炎ウイルス検査の受検勧奨のための普及啓発 

  ① 肝臓週間にちなんだ受検勧奨 

○ 都の広報媒体を活用するほか、リーフレットの配布、パネル展の開催などによ

り未受検者に対する受検勧奨に取り組む。 

○ 区市町村等に対し、未受検者に対する積極的な受検勧奨の実施を促す。 

② 区市町村に対する財政的支援 

○ 個別勧奨事業を実施する区市町村に対し、健康増進事業による支援を行う。 

○ ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療のため、住民への正しい知識の普及啓発

及び受検歴の把握などによる、未受検者に対する効果的な受検勧奨等に対し、医

療保健政策区市町村包括補助事業（以下「包括補助事業」という。）により支援す

る。 

  ③ 職域に対する受検勧奨 

〇 職域団体等に対し、職域向けの肝炎ウイルス検査普及啓発チラシを作成・配布

し、職域における受検勧奨のための普及啓発を推進する。 

〇 職域団体等と連携の上、健康経営アドバイザーを活用し、職域における受検勧

奨のための普及啓発を推進する。 

 

（３）職域向けウイルス性肝炎研修会（コーディネーター養成コース）（１３０名規模） 

○ 職域・企業等の健康管理担当者等を対象に研修会を実施し、職域における肝炎に

関する理解を促進するため、肝炎の基礎知識や、肝炎ウイルスに持続感染している

者（ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がんの患者を含む。以下「肝炎患者
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等」という。）への偏見の解消、治療を継続しながら働くことができる環境づくりに

向けた理解等について普及啓発を行う「肝疾患職域コーディネーター」を養成する。 

 

（４）健康管理手帳の作成・配布 

○ 肝炎患者等に対し、肝炎の病態・治療方法・肝炎医療に関する制度等の情報を取

りまとめた健康管理手帳（以下「手帳」という。）を配布することで、肝炎診療ネッ

トワークにつなげ、受療の促進及び治療継続を支援する。 

 

（５）かかりつけ医と連携した受診勧奨の推進 

○ かかりつけ医に手帳を配布し、ウイルス性肝炎に関する知識や肝炎医療の提供体

制、相談体制への理解を促進する。 

○ かかりつけ医に肝炎患者等に対する治療方法等の説明時に手帳を活用してもらう

ことにより、専門医療機関への受診勧奨を推進する。 

 

 

 

 

（１）都保健所における肝炎ウイルス検査の実施 

○ 各都保健所において肝炎ウイルス検査を実施する。 

○ 肝炎ウイルス検査を受検する者に対し、医師又は保健師等の専門職がリーフレ

ット等を活用して受検前後における保健指導を行う。 

（２）区市町村に対する財政的支援 

○ 肝炎ウイルス検査を実施する区市町村に対し、健康増進事業による支援を行う。 

○ 医師又は保健師等の専門職が肝炎ウイルス検査を受検する者にリーフレット等

を活用した受検前後における保健指導を行う区市町村に対し、包括補助事業によ

り支援する。 

（３）区市町村及び職域との連携 

○ 区市町村に対して、住民等が肝炎ウイルス検査を受検する機会の充実を促す。 

○ 職域団体等に対し、ウイルス性肝炎に関する正しい知識の周知を行うとともに、

肝炎ウイルス検査の実施体制整備及び受検勧奨を促進する。 

 

 

 

 

（1）肝炎診療ネットワークの充実 

  ① 地域連携パスの作成・運用 

   〇 地域連携パスを作成・運用し、肝臓専門医療機関とかかりつけ医を含む地域の

医療機関との連携強化を図る。（登録数９７０人） 

  ② 医療従事者研修の実施 

○ 肝炎診療に関する最新の情報を的確に共有できるよう、東京都肝疾患診療連携

拠点病院（以下「拠点病院」という。）による研修を実施する。実施に当たっては、

かかりつけ医等が研修に参加しやすいよう２拠点病院でそれぞれ３か所のエリア

に分けて実施する。（１か所当たり 100名規模） 

  ③ 肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会（年１回開催） 

３ 肝炎ウイルス検査の実施体制 

４ 肝炎医療の提供体制及び人材育成 
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○ 拠点病院と幹事医療機関が地域における肝炎診療等を協議するため、連絡協議

会を開催する。 

  ④ かかりつけ医と連携した受診勧奨の推進（再掲） 

 

（２）ウイルス性肝炎重症化予防の推進 

① 陽性者フォローアップ事業の推進 

〇 区市町村に対し、陽性者の定期的な受診勧奨を行うなどのフォローアップ事業

の円滑な推進のため、リーフレットを作成するなどの支援をするとともに、都保

健所及び職域が実施する肝炎ウイルス検査の陽性者へのフォローアップを実施す

る。 

〇 定期検査費用の助成により把握した肝炎患者に対し、医療機関の受診や受療状

況等を確認し、受診の継続を促す。 

② 検査費用助成事業 

〇 区市町村や都保健所及び職域が実施する肝炎ウイルス検査の陽性者が初めて受

けた精密検査にかかる費用を助成し、ウイルス性肝炎の早期発見・早期治療の促

進を図る。 

〇 肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者（治療後の経過観

察者を含む）が受けた定期検査にかかる費用を年度内２回分（初回精密検査費用

を含む。）を限度として助成する。 

なお、検査費用助成事業の助成対象者等については、別途定めるものとする。 

 

（３）職場での肝炎対策の理解推進 

① 事業者向けリーフレットの送付 

 ○ 職域において肝炎に関する理解を深め、従業員の肝炎ウイルス検査の受検や検

査陽性者の早期受診、肝炎患者の受療を促進するとともに、肝炎患者等である従業

員が治療を継続しながら働くことができるよう、職域・企業等に対し、理解促進の

ためのリーフレットを送付する。 

② 職域向けウイルス性肝炎研修会（コーディネーター養成コース）（１３０名規模）

（再掲） 

 ○ 従業員の肝炎ウイルス検査の受検や検査陽性者の早期受診、肝炎患者の受療を

促進するとともに、肝炎患者等が十分な配慮のもとに就労と治療を両立できる職場

環境づくりを支援する「肝疾患職域コーディネーター」を養成するため、職域・企

業の健康管理担当者等に対する研修を実施する。 

 

（４）肝炎医療費助成の実施 

   B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度 

○ 肝炎の根治目的で行うインターフェロン治療及びＣ型肝炎のインターフェロン

フリー治療、Ｂ型肝炎の核酸アナログ製剤治療を受療する肝炎患者等に対し、医

療費助成による支援を行い、治療の促進を図る。（区市町村民税非課税世帯（所得

割・均等割とも）の方は、自己負担なし） 

 

（５）治療効果の研究 

   ウイルス肝炎治療効果判定調査の実施 

○ 医療費助成制度の効果を検証するとともに、行政資料、医学的基礎資料として
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活用するため、医療費助成の診断書を記載した肝臓専門医療機関から調査票を収

集し、医療費助成認定患者の治療の結果を把握する。 

 

（６）肝がん・重度肝硬変治療研究の促進 

○ Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の医療費負担の軽

減を図るとともに、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の治療

研究の促進を図る。 

 

（７）肝硬変治療薬開発の推進 

○ Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝硬変に対する治療薬の開発を推進するた

め、東京都医学総合研究所において、肝臓の機能が回復するメカニズムを解明す

る基礎研究を実施する。 

 

 

 

 

（1）肝炎患者等に対する情報提供及び相談支援 

  ① 肝疾患相談センターの運営 

○ 拠点病院内に設置した肝疾患相談センターにおいて、肝炎患者及びその家族等

が、不安や悩みを解消し、療養生活の質の向上を図ることができるよう、医師、

看護師等の専門職による相談支援を実施する。 

  ② 患者向け講演会の実施（２回実施） 

   ○ 拠点病院において、肝炎患者等に、肝炎、肝がんの最新治療等の情報を提供す

るため、講演会を実施する。 

 

（2）患者交流の支援 

   患者サロンの実施（１２回実施） 

   ○ 患者同士の交流等を支援するため、拠点病院において、医療従事者とのコミュ

ニケーションも可能な患者サロンを開催する。 

 

（３）肝臓機能障害による身体障害者手帳を交付された方への支援 

  ① 肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付 

〇 身体障害者福祉法等に基づき、身体障害者認定基準に該当する肝臓機能障害の

ある方を対象に、身体障害者手帳の交付を行う。 

  ② 医療費助成 

〇 65歳未満で身体障害者手帳１級から３級を取得し、一定の要件を満たす者に対

し、心身障害者医療費助成制度による支援を行う。 

○ 肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とこれに伴う医療を受ける者に対し、自立

支援医療（更生医療・育成医療）による支援を行う。ただし、更生医療を受ける

者は、身体障害者手帳の交付を受けているものに限る。 

 

 

５ 肝炎患者及びその家族等に対する支援や情報提供の充実 
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